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資料１ 

 

 

交通政策審議会交通体系分科会環境部会 

「排出枠の割当方式検討小委員会」の開催について 

 

 

○趣旨 

排出量取引制度における排出枠の割当方式としてベンチマーク方式を採

用する国土交通省が所管する事業分野について、ベンチマーク指標等の排出

枠の割当方式の検討を行うため、交通政策審議会交通体系分科会環境部会運

営規則（平成 18 年 12 月 21 日）第１条の規定により、排出枠の割当方式検

討小委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 

○検討スケジュール 

８月以降、月 1 回程度開催し、令和７年 11 月上旬頃を目途にベンチマー

ク指標案をとりまとめる予定。 

 

○調査審議の成果 

調査審議の成果については、国土交通省が所管する事業分野における排出

枠の割当方式の検討に活かす。 
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交通政策審議会交通体系分科会環境部会 

「排出枠の割当方式検討小委員会」会議の運営に関する事項 
 

 

令和７年８月２７日 

交通政策審議会交通体系分科会環境部会排出枠の割当方式検討小委員会委員長 

 

 

交通政策審議会交通体系分科会環境部会排出枠の割当方式検討小委員会（以下「委員会」という。）

の運営に関する事項について、以下の通り定める。 

 

（委員長） 

第１ 委員長は、議長として会議の議事を整理する。 

 

（委員以外の者の出席） 

第２ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議に出席してその意見を述

べ又は説明を行うことを求めることができる。 

 

（会議の議事録及び議事の公開） 

第３ 会議の議事については、議事録を作成するものとする。 

２ 会議又は議事録は、速やかに公開するものとする。ただし、特段の理由があるときは、会議及

び議事録を非公開とすることができる。 

３ 前項ただし書の場合においては、その理由を明示し、議事要旨を公開するものとする。 

４ 前２項の規定にかかわらず、会議、議事録又は議事要旨の公開により当事者若しくは第三者の

権利若しくは利益又は公共の利益を害するおそれがあるときは、会議、議事録又は議事要旨の全

部又は一部を非公開とすることができる。 

 

（雑則） 

第４ この要領に定めるもののほか、会議の議事の手続その他運営に関し必要な事項は、委員長が

定める。 
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参考 

 

交通政策審議会交通体系分科会環境部会 

「排出枠の割当方式検討小委員会」の設置について 

 

 

令 和 ７ 年 ８ 月 ５ 日 

交通政策審議会交通体系分科会

環 境 部 会 長 決 定 

 

 

排出量取引制度における排出枠の割当方式としてベンチマーク方式を採用

する国土交通省が所管する事業分野について、ベンチマーク指標等の排出枠

の割当方式の検討を行うため、交通政策審議会交通体系分科会環境部会運営

規則（平成 18年 12月 21日）第１条の規定により、排出枠の割当方式検討小

委員会を設置する。 

 

排出枠の割当方式検討小委員会の運営については、交通政策審議会交通体

系分科会環境部会運営規則の定めによるほか、議事の手続きその他の運営に

関し必要な事項は、小委員会の委員長が定めるものとする。 
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参考 

 

（参考）交通政策審議会交通体系分科会環境部会運営規則（抄） 

 

(小委員会の設置) 

第１条 環境部会長は、必要があると認めるときは、小委員会を設置して調査審議させることができる。 

 

(小委員会の委員) 

第２条 小委員会に属すべき委員等（交通政策審議会交通体系分科会運営規則第２条第２項の「委員

等」をいう。以下同じ。)は、環境部会に属する委員等のうちから、環境部会長が指名する。 

 

(委員長) 

第３条 小委員会に、委員長を置き、当該小委員会に属する委員等のうちから、環境部会長が指名する。 

２ 小委員会は、委員長が招集する。 

３ 委員長は、小委員会を招集するときは、あらかじめ、会議の日時、場所及び調査審議事項を当該委員

会に属する委員等に通知する。 

４ 委員長に事故があるときは、当該小委員会に属する委員等のうちから委員長があらかじめ指名する

者が、その職務を代理する。 

５ 委員長は、調査審議を終了したときは、速やかにその結果を環境部会長に報告するものとする。 

 

(議事) 

第４条 小委員会の議事については、交通政策審議会運営規則第４条から第７条までの規定を準用す

る。この場合において、これらの規定中「会長」とあるのは「委員長」と、「審議会」とあるのは「小委員

会」と読み替えるものとする。 

 

 

（参考）交通政策審議会運営規則（抄） 

 

（議長） 

第４条 会長は、議長として審議会の議事を整理する。 

 

（委員等以外の者の出席） 

第５条 会長は、必要があると認めるときは、委員等以外の者に対し、審議会に出席してその意見を述べ

又は説明を行うことを求めることができる。 

 

（議事録） 

第６条 審議会の議事については、議事録を作成するものとする。 

 

（議事の公開） 

第７条 会議又は議事録は、速やかに公開するものとする。ただし、特段の理由があるときは、会議及び

議事録を非公開とすることができる。 

２ 前項ただし書の場合においては、その理由を明示し、議事要旨を公開するものとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、会議、議事録又は議事要旨の公開により当事者若しくは第三者の権利

若しくは利益又は公共の利益を害するおそれがあるときは、会議、議事録又は議事要旨の全部又は

一部を非公開とすることができる。 

 

（雑則） 

第９条 この規則に定めるもののほか、審議会の議事の手続きその他運営に関し必要な事項は、会長が

定める。 

 


